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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年９月10日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出

書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂正届

出書を提出いたします。

 

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 

 

第一部【証券情報】

 

（５）申込手数料

＜訂正前＞

①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現

在、販売会社における手数料率＊は、3.24％＊（税抜3.0％）が上限となっています。

＊　当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。ま

た、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。なお、2019年10月１日より消費税率（地方消費税率を

含みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手数料率は3.3％が上限となります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現

在、販売会社における手数料率＊は、3.3％（税抜3.0％）が上限となっています。

＊　当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。ま

た、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。

　　手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

（以下略）

 

 

（９）払込期日

＜訂正前＞

　投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金＊を当該販売会社に支払うものとします。

　当初申込期間にかかる発行価額の総額は、当ファンドの信託設定日に販売会社より委託会社の指定す

る口座を経由して受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

　継続申込期間中における取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定

する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

＊（略）

 

＜訂正後＞

　投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金＊を当該販売会社に支払うものとします。

取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託

会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

＊（略）

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】
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（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（略）

（ロ）当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要

（略）

②　みずほ信託銀行株式会社（受託会社）

　　（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）

　　（略）

③　販売会社

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（2019年７月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（2019年７月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ロ）当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要

（略）

②　みずほ信託銀行株式会社（受託会社）

　　（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社＊）

　　（略）

＊　関係当局の認可等を前提に、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社および日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。

③　販売会社

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（2020年１月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（2020年１月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

 

（３）運用体制

＜訂正前＞

（イ）当ファンドの運用体制

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、2019年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（略）

 

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

■　エマージング小型株式ファンド
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①　当該投資先ファンドの運用は、エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エク

イティーズ・チーム＊（以下「ＥＭＡＰ」といいます。）（約90名）に属する、ＪＰモルガン・アセッ

ト・マネジメント（ＵＫ）リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが担当します。

（略）

 

（注１）（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、2019年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

　　以下は、当該投資先ファンドの主要投資先であるマネープール・マザーファンドにおける運用体制

です。

①　マネープール・マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・

チーム（約20名（2019年６月末現在））に所属するＪＰモルガン・アセット・マネジメント（Ｕ

Ｋ）リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが行います。

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、2019年７月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（イ）当ファンドの運用体制

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（略）

 

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

■　エマージング小型株式ファンド

①　当該投資先ファンドの運用は、エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エク

イティーズ・チーム＊（以下「ＥＭＡＰ」といいます。）（約100名）に属する、ＪＰモルガン・ア

セット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが担当します。

（略）

 

（注１）（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

　　以下は、当該投資先ファンドの主要投資先であるマネープール・マザーファンドにおける運用体制

です。

①　マネープール・マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・

チーム（約10名）に所属するＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドのポート

フォリオ・マネジャーが行います。

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）
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３【投資リスク】

 

（１）リスク要因

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３　投資リスク（１）リスク要因」末尾の参

考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 

（２）投資リスクに関する管理体制
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＜訂正前＞

（略）

 

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

■　エマージング小型株式ファンド

　　（略）

（2019年６月末現在）

 

（略）

 

■　マネープール・ファンド

　　（略）

（2019年７月末現在）

 

　（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

 

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

■　エマージング小型株式ファンド

　　（略）

（2019年12月末現在）

 

（略）

 

■　マネープール・ファンド

　　（略）

（2019年12月末現在）

 

　（以下略）

 

 

４【手数料等及び税金】

 

（１）申込手数料

＜訂正前＞

①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現

在、販売会社における手数料率は、3.24％＊（税抜3.0％）が上限となっています。

＊　2019年10月１日より消費税率（以下、地方消費税率を含みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手

数料率は3.3％が上限となります。

　　申込手数料＊の詳細（具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法）については、販売会社にお問い合わせ

ください。

（以下略）

 

＜訂正後＞

①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現

在、販売会社における手数料率は、3.3％（税抜3.0％）が上限となっています。
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　　申込手数料＊の詳細（具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法）については、販売会社にお問い合わせ

ください。

（以下略）

 

 

（３）信託報酬等

＜訂正前＞

　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託

財産の純資産総額に対し年率1.1664％＊（税抜1.08％）を乗じて得た額とします。

＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、年率1.188％となります。

　委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報

酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります＊。

信託報酬の配分

（純資産総額

に対し）

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.324％

（税抜0.30％）

年率0.81％

（税抜0.75％）

年率0.0324％

（税抜0.03％）

（略）

＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりと

なります。

信託報酬の配分

（純資産総額に対し）

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.33％

（税抜0.30％）

年率0.825％

（税抜0.75％）

年率0.033％

（税抜0.03％）

（略）

 

＜ご参考：投資先ファンドの運用管理費用等＞

投資先ファンド
運用管理費用または信託報酬の率

（投資先ファンドの日々の純資産総額に対し）

エマージング小型

株式ファンド
運用管理費用の率：年率0.50％

（消費税等はかかりません。）
（略）

マネープール・

ファンド

信託報酬率：年率0.1026％＊

（税抜0.095％）
＊　2019年10月１日より消費税率

が10％に引上げられる予定で

す。その場合、年率0.1045％と

なります。

（略）

（略）

 

　当ファンドの信託財産のほぼ全額をエマージング小型株式ファンドに投資した場合には、実質的な信

託報酬等の負担は年率1.67％＊（税抜1.58％）程度（概算）となります。

＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、年率1.69％程度（概算）となります。

 

＜訂正後＞

　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託

財産の純資産総額に対し年率1.188％（税抜1.08％）を乗じて得た額とします。

　委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報

酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分

（純資産総額

に対し）

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.33％

（税抜0.30％）

年率0.825％

（税抜0.75％）

年率0.033％

（税抜0.03％）

（略）
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（略）

 

＜ご参考：投資先ファンドの運用管理費用等＞

投資先ファンド
運用管理費用または信託報酬の率

（投資先ファンドの日々の純資産総額に対し）

エマージング小型

株式ファンド
運用管理費用の率：年率0.50％

（消費税等はかかりません。）
（略）

マネープール・

ファンド

信託報酬率：年率0.1045％

（税抜0.095％）
（略）

（略）

 

　当ファンドの信託財産のほぼ全額をエマージング小型株式ファンドに投資した場合には、実質的な信

託報酬等の負担は年率1.69％（税抜1.58％）程度（概算）となります。

 

 

（４）その他の手数料等

＜訂正前＞

（略）

 

（ハ）委託会社は、委託会社事務費用のうち監査費用＊については、その支払いを信託財産のために行い、

当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年

率0.0216％＊（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間324万円＊（税抜300万円）を上限としま

す。）を監査費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。

＊　信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。なお、2019年10月１日より消費税率が10％

に引上げられる予定です。その場合、信託財産の純資産総額に年率0.022％を乗じて得た額（ただし、年間330万円を

上限とします。）を当該監査費用とみなします。

 

（ニ）（略）

①～⑤（略）

　なお、みなし事務費用率は、前記①から⑤までに掲げる費用を合理的に見積もったうえで、委託会

社があらかじめ定めた合理的な基準により決定するものとします。ただし、年率0.0864％＊（税抜

0.08％）を上限とします。

＊　2019年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、年率0.088％を上限とします。

 

（略）

 

（へ）ご参考：投資先ファンドのその他の手数料等

 

（略）

 

■　マネープール・ファンド

（略）

④　当該投資先ファンドの監査費用＊は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、信託財産の純資産

総額に年率0.0216％＊（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間324万円＊（税抜300万円）を上限

とします。）を当該監査費用とみなし、委託会社はそのみなし額の支弁を、当該投資先ファンドの毎

計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当該投資先

ファンドの信託財産中から受けるものとします。委託会社が当該投資先ファンドの信託財産から支弁

を受ける金額については、当該投資先ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
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＊　信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。なお、2019年10月１日より消費税率が

10％に引上げられる予定です。その場合、信託財産の純資産総額に年率0.022％を乗じて得た額（ただし、年間330

万円を上限とします。）を当該監査費用とみなします。

 

　マネープール・マザーファンドにおいても、前記①から③までの費用等を負担します。

 

＜訂正後＞

（略）

 

（ハ）委託会社は、委託会社事務費用のうち監査費用＊については、その支払いを信託財産のために行い、

当該支払いに対し実費相当額の支弁を信託財産から受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年

率0.022％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。）

を監査費用とみなし、その支弁を信託財産中から受けるものとします。

＊　信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。

 

（ニ）（略）

①～⑤（略）

　なお、みなし事務費用率は、前記①から⑤までに掲げる費用を合理的に見積もったうえで、委託会

社があらかじめ定めた合理的な基準により決定するものとします。ただし、年率0.088％（税抜

0.08％）を上限とします。

 

（略）

 

（へ）ご参考：投資先ファンドのその他の手数料等

 

（略）

 

■　マネープール・ファンド

（略）

④　当該投資先ファンドの監査費用＊は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、信託財産の純資産

総額に年率0.022％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とし

ます。）を当該監査費用とみなし、委託会社はそのみなし額の支弁を、当該投資先ファンドの毎計算

期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当該投資先ファン

ドの信託財産中から受けるものとします。委託会社が当該投資先ファンドの信託財産から支弁を受け

る金額については、当該投資先ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。

＊　信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。

 

　マネープール・マザーファンドにおいても、前記①から③までの費用等を負担します。

 

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（略）

　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2019年７

月末現在適用されるものです。

 

（略）

 

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。
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＜訂正後＞

（略）

　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は2020年１

月末現在適用されるものです。

 

（略）

 

※　外国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が前記と異なる場合があります。

※　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めします。

 

 

５【運用状況】

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」について、以下の内容に更

新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）投資状況

  （2020年１月６日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

投資信託受益証券 日本 1,000,298 0.02

投資証券 ルクセンブルク 4,674,245,739 99.39

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 27,849,121 0.59

合計(純資産総額)  4,703,095,158 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

      （2020年１月６日現在）

順
位

国／
地域

種類 銘柄名 口数
帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1
ルクセン
ブルク

投資証券 JPM EM MARKETS SMALL CAP X JPY 389,552.941 10,988.32 4,280,532,372 11,999 4,674,245,739 99.39

2 日本
投資信託受
益証券

ＧＩＭジャパン・マネープー
ル・ファンドＦ（適格機関投資
家専用）

993,641 1.0108 1,004,372 1.0067 1,000,298 0.02

 

種類別投資比率
 （2020年１月６日現在）

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 0.02

投資証券 99.39

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。
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（３）運用実績

①　純資産の推移

　2020年１月６日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次

の通りです。

期 年月日

純資産総額

（百万円）

（分配落）

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

１期 (2018年６月11日) 19,971 19,971 1.0997 1.0997

２期 (2019年６月11日) 5,076 5,076 1.0474 1.0474

 2019年１月末日 7,571 － 1.0367 －

 2019年２月末日 6,934 － 1.0740 －

 2019年３月末日 6,280 － 1.0750 －

 2019年４月末日 5,692 － 1.1038 －

 2019年５月末日 5,138 － 1.0458 －

 2019年６月末日 4,822 － 1.0790 －

 2019年７月末日 4,245 － 1.0616 －

 2019年８月末日 3,991 － 0.9906 －

 2019年９月末日 4,209 － 1.0517 －

 2019年10月末日 4,442 － 1.1059 －

 2019年11月末日 4,672 － 1.1142 －

 2019年12月末日 4,766 － 1.1561 －

 2020年１月６日 4,703 － 1.1403 －

 

②　分配の推移

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0000

２期 0.0000

３期（中間期） 0.0000

 

③　収益率の推移

期 収益率（％）

１期 9.97

２期 △4.76

３期（中間期） 5.07

　（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）（以下「前

期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

 

（４）設定及び解約の実績

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 19,983,016,697 1,822,772,294 18,160,244,403

２期 385,271,212 13,698,948,781 4,846,566,834

３期（中間期） 998,970,900 1,606,933,848 4,238,603,886

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

 

 
<参考情報>
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最新の運用実績は、委託会社ホームページ（https://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

 
基準日 2020年１月６日 設定日 2017年６月12日

純資産総額 47億円 決算回数 年１回

基準価額・純資産の推移  分配の推移
 期 年月 円

 １期 2018年６月 0

 ２期 2019年６月 0

  設定来累計 0

 
 
 
 
 

＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
 
ポートフォリオの構成状況    

資産の種類 投資比率※1  
時価総額別構成比

率※2
投資比
率※3

ＪＰモルガン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・スモール・キャップ・ファンド 99.4%  40億米ドル以上 35.1%

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用） 0.0%  10億米ドル以上
40億米ドル未満

49.1%
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 0.6%  

合計（純資産総額） 100.0%  10億米ドル未満 14.8%
 
国（地域）別構成状況  通貨別構成状況  業種別構成状況  
投資国/地域※2 投資比率※3  通貨 投資比率※3  業種※2 投資比率※3

中国 16.8%  台湾ドル 16.4%  生活必需品 23.3%

インド 15.7%  インドルピー 15.7%  金融 21.0%

台湾 14.4%  米ドル 11.9%  一般消費財・サービス 18.8%

南アフリカ 9.8%  南アフリカランド 9.8%  情報技術 13.7%

メキシコ 6.6%  香港ドル 7.6%  資本財・サービス 12.0%

その他 35.7%  その他 37.6%  その他 6.6%

      
＊上記比率に投資先ファンドが保有する公社債および投資信託
証券は含んでいません。

 
組入上位銘柄

 
年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100

＊2017年の年間収益率は設定日から年末営業日、2020年の年間収益率は前年末営業日から2020年1月6日までのものです。

＊ベンチマークは設定していません。

＊投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭ新興国小型株式ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
※2　国/地域はMSCI分類、業種はGICS分類に基づき分類していますが、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの判断に基づき分類したもの

が一部含まれます。また、時価総額別構成比率については、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのデータに基づき分類していま
す。Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントとは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビ
ジネスのブランドです。

※3　ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファン
ドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ（Ｊ
Ｐモルガン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・スモール・キャップ・ファンドおよびＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ
（適格機関投資家専用）は2019年12月最終営業日のもの）を使用しています。

※4　流動性の高い短期金融商品を投資対象とするもので、現金の代替として組み入れています。
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第３【ファンドの経理状況】

 

＜訂正前＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（2018年６月12日

から2019年６月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けてお

ります。

 

 

＜訂正後＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　　また、当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の３および第57条の２の規定により、「投資信託財

産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（2018年６月12日

から2019年６月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けてお

ります。

　　また、当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年６

月12日から2019年12月11日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間

監査を受けております。

 

 

　原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　１財務諸表について、以下の内容が追加され

ます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

【ＪＰＭ新興国小型株式ファンド】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：円）

 前計算期間末
(2019年６月11日現在)

当中間計算期間末
(2019年12月11日現在)

資産の部   
流動資産   

コール・ローン 72,202,220 90,969,122

投資信託受益証券 1,004,372 1,000,397

投資証券 5,058,154,781 4,633,155,781

未収入金 29,600,000 －

流動資産合計 5,160,961,373 4,725,125,300

資産合計 5,160,961,373 4,725,125,300

負債の部   
流動負債   

未払解約金 38,607,742 29,803,395

未払受託者報酬 1,081,927 714,532

未払委託者報酬 37,867,552 25,008,484

未払利息 205 74

その他未払費用 6,911,178 5,165,803

流動負債合計 84,468,604 60,692,288

負債合計 84,468,604 60,692,288

純資産の部   
元本等   

元本 ※１ 4,846,566,834 ※１ 4,238,603,886

剰余金   
中間剰余金又は中間欠損金（△） 229,925,935 425,829,126

（分配準備積立金） 434,322,915 296,709,404

元本等合計 5,076,492,769 4,664,433,012

純資産合計 5,076,492,769 4,664,433,012

負債純資産合計 5,160,961,373 4,725,125,300
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
前中間計算期間

(自　2018年６月12日
　至　2018年12月11日)

当中間計算期間
(自　2019年６月12日
　至　2019年12月11日)

営業収益   
有価証券売買等損益 △1,295,947,567 263,297,025

営業収益合計 △1,295,947,567 263,297,025

営業費用   
支払利息 72,383 28,583

受託者報酬 1,974,775 714,532

委託者報酬 69,117,324 25,008,484

その他費用 33,404,390 11,890,053

営業費用合計 104,568,872 37,641,652

営業利益又は営業損失（△） △1,400,516,439 225,655,373

経常利益又は経常損失（△） △1,400,516,439 225,655,373

中間純利益又は中間純損失（△） △1,400,516,439 225,655,373

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△525,213,082 36,519,282

期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,810,987,250 229,925,935

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 83,837,312

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ 83,837,312

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,003,142,519 77,070,212

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
1,003,142,519 77,070,212

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △67,458,626 425,829,126
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当中間財務諸表対象期間

有価証券の評価基

準および評価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

投資証券

　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取

引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）

で評価しております。

　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所

等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相

場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に

おける気配相場で評価しております。

 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考

統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用

しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で

評価しております。

 (3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定

できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的

事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的

事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
前計算期間末

(2019年６月11日現在)

当中間計算期間末

(2019年12月11日現在)

※１期首元本額 18,160,244,403円 4,846,566,834円

期中追加設定元本額 385,271,212円 998,970,900円

期中一部解約元本額 13,698,948,781円 1,606,933,848円

受益権の総数 4,846,566,834口 4,238,603,886口

１口当たりの純資産額 1.0474円 1.1005円

(１万口当たりの純資産額) (10,474円) (11,005円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 前計算期間末または当中間計算期間末

１．中間貸借対照表計上額、

時価およびその差額

　中間貸借対照表計上額は前計算期間末または当中間計算期間末

の時価で計上しているため、その差額はありません。
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２．時価の算定方法 (1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しており

ます。

(2)有価証券以外の金融商品

　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価

としております。

３．金融商品の時価等に関す

る事項についての補足説

明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当

該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【ファンドの現況】

 

　原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　２ファンドの現況について、以下の内容に更

新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

  （2020年１月６日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 4,738,820,270 円

 Ⅱ　負債総額 35,725,112 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 4,703,095,158 円

 Ⅳ　発行済口数 4,124,386,734 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1403 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

 

 

＜訂正前＞

①　資本金の額（2019年７月末現在）

（略）

 

②（略）

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）、（ロ）（略）

 

（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、2019年７月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

ます。

 

＜訂正後＞

①　資本金の額（2020年１月末現在）

（略）

 

②（略）

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）、（ロ）（略）

 

（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、2020年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があり

ます。

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

＜訂正前＞

（略）

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、2019年７月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の

み。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 70 862,176

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 53 3,149,143

総合計 123 4,011,319

親投資信託 53 －

（注）百万円未満は四捨五入

 

＜訂正後＞

（略）
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　　委託会社が設定・運用している投資信託は、2020年１月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の

み。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 67 797,850

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 59 3,721,508

総合計 126 4,519,358

親投資信託 53 －

（注）百万円未満は四捨五入
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３【委託会社等の経理状況】

 

＜訂正前＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し

ております。

　　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から

2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま

す。

 

３．第29期事業年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

 

 

＜訂正後＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し

ております。

　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

に基づいて作成しております。

　　なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（2018年４月１日から

2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま

す。

　　また、第30期中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務諸表については、

金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受

けております。

 

 

 

　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい

て、以下の中間財務諸表が追加されます。

 

＜追加＞

 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

20/31



中間財務諸表

(1）中間貸借対照表

  （単位：千円）

  
第30期中間会計期間末

（2019年９月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  14,207,037

前払費用  56,845

未収入金  8,784

未収委託者報酬  1,928,542

未収収益  1,337,970

関係会社短期貸付金  3,300,000

その他  14,087

流動資産計  20,853,269

固定資産   

有形固定資産   

器具備品 ※１ 23,160

有形固定資産計  23,160

投資その他の資産   

関係会社株式  60,000

投資有価証券  48,828

敷金保証金  98,745

前払年金費用  100,492

その他  55,013

投資その他の資産計  363,080

固定資産計  386,240

資産合計  21,239,510
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  （単位：千円）

  
第30期中間会計期間末

（2019年９月30日）

負債の部   

流動負債   

預り金  56,117

未払金  1,262,410

未払手数料  927,050

その他未払金 ※２ 335,360

未払費用  645,623

未払法人税等  823,266

賞与引当金  1,193,264

役員賞与引当金  21,439

流動負債計  4,002,121

固定負債   

長期未払金  285,932

賞与引当金  537,942

役員賞与引当金  194,404

繰延税金負債  30,770

固定負債計  1,049,049

負債合計  5,051,170

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,218,000

資本剰余金   

資本準備金  1,000,000

資本剰余金合計  1,000,000

利益剰余金   

利益準備金  33,676

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  12,936,665

利益剰余金合計  12,970,341

株主資本合計  16,188,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △1

評価・換算差額等合計  △1

純資産合計  16,188,339

負債・純資産合計  21,239,510
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(2）中間損益計算書

  （単位：千円）

  

第30期中間会計期間

（自2019年４月１日

至2019年９月30日）

営業収益   

委託者報酬  6,233,722

運用受託報酬  3,083,049

業務受託報酬  980,490

その他  52,983

営業収益計  10,350,245

営業費用   

支払手数料  3,313,168

調査費  844,332

その他営業費用  322,860

営業費用計  4,480,360

一般管理費  4,609,712

営業利益  1,260,173

営業外収益 ※１ 30,880

営業外費用  4

経常利益  1,291,049

税引前中間純利益  1,291,049

法人税、住民税及び事業税  691,553

法人税等調整額  30,770

法人税等合計  722,324

中間純利益  568,725
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重要な会計方針

項目
第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）

１．有価証券の評価基準
及び評価方法

(1）関係会社株式
　移動平均法による原価法を採用してお
ります。

 (2）その他有価証券
 時価のあるもの
 　中間決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

 時価のないもの
 　移動平均法による原価法を採用してお

ります。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
 　従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。

 (2）役員賞与引当金
 　役員に対する賞与の支給に備えるた

め、当中間会計期間に帰属する額を計上
しております。

 (3）退職給付引当金
 　従業員に対する退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。

 　退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。

 　過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。

 　数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。

３．固定資産の減価償却
方法

有形固定資産
　定率法を採用しております。

 　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。

 器具備品　５年
４．その他中間財務諸表

作成のための基本と
なる重要な事項

消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　　　　　　　 5,790千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他未払金」に含めて表示しておりま

す。

 

（中間損益計算書関係）

第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

為替差益　　　　　　　　　　 9,871千円

受取利息　　　　　　　　　　 7,098千円

 

（リース取引関係）

第30期中間会計期間末
（2019年９月30日）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ

ります。
　

１年以内 44,442 千円

１年超 － 千円

合計 44,442 千円
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（金融商品関係）

第30期中間会計期間末（2019年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

①　2019年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。

    （単位：千円）

  
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

 (1）現金及び預金 14,207,037 14,207,037 －

 (2）未収委託者報酬 1,928,542 1,928,542 －

 (3）未収収益 1,337,970 1,337,970 －

 (4）関係会社短期貸付金 3,300,000 3,300,000 －

 資産計 20,773,551 20,773,551 －

 (1）未払手数料 927,050 927,050 －

 (2）その他未払金 335,360 335,360 －

 (3）未払費用 645,623 645,623 －

 (4）長期未払金 285,932 285,932 －

 負債計 2,193,965 2,193,965 －

 

（注）１．金融商品の時価算定方法

 

資産

(1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

負債

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(4）長期未払金

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引い

た現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており

ます。
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 

 （単位：千円）

 中間貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

投資有価証券（合同会社出資金） 48,810

　上記の関係会社株式及び投資有価証券（合同会社出資金）については、市場価格がなく、かつ、将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のであるため、上表に含めておりません。

 

②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

（有価証券関係）

第30期中間会計期間末（2019年９月30日）

１．関係会社株式

　関係会社株式（中間貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

　投資有価証券（合同会社出資金）（中間貸借対照表計上額　48,810千円）については市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第30期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

 

１．サービスごとの情報

     （単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 6,233,722 3,083,049 980,490 52,983 10,350,245

 

２．地域ごとの情報

営業収益    (単位：千円）

日本 香港 英国 その他 合計

6,775,574 1,340,502 1,188,597 1,045,571 10,350,245

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント

JPMorgan Asset
Management
(Asia Pacific) Limited

1,285,827 資産運用業

JPMorgan Asset
Management (UK) Limited

1,187,009 資産運用業

 

（１株当たり情報）

第30期中間会計期間
（自2019年４月１日
至2019年９月30日）

　
１株当たり純資産額 287,715.98円

１株当たり中間純利益金額 10,107.97円
　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

１株当たりの中間純利益の算定上の基礎
　

中間損益計算書上の中間純利益 568,725千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純利益 568,725千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

＜訂正前＞

（１）受託会社

①　名　　　称　みずほ信託銀行株式会社

②　資本金の額　247,369百万円（2018年９月末現在）

③　事業の内容

　　（略）

　＜再信託受託会社の概要＞

　　名　　　称　：資産管理サービス信託銀行株式会社

　　（略）

 

（２）販売会社

名　　　　称
資本金の額

（2018年９月末現在）
事業の内容

みずほ証券株式会社 125,167百万円

金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。

 

 

＜訂正後＞

（１）受託会社

①　名　　　称　みずほ信託銀行株式会社

②　資本金の額　247,369百万円（2019年３月末現在）

③　事業の内容

　　（略）

　＜再信託受託会社の概要＞

　　名　　　称　：資産管理サービス信託銀行株式会社＊

＊　関係当局の認可等を前提に、2020年７月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社および日本トラ

スティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定で

す（以下同じ）。

　　（略）

 

（２）販売会社

名　　　　称
資本金の額

（2019年９月末現在）
事業の内容

みずほ証券株式会社 125,167百万円

金融商品取引法に定める第一

種金融商品取引業を営んでい

ます。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  2020年１月22日 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社   

 取　締　役　会　御　中

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴　田　光　夫

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　口　健　志

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰＭ新興国小型株式ファンドの2019年６月12日から2019年12月11日までの中間計算期間の中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰＭ新興国小型株式ファンドの2019年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算

期間（2019年６月12日から2019年12月11日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  2019年12月９日 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社   

 取　締　役　会　御　中

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴　田　光　夫

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　口　健　志

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの

第30期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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